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滞留鶏卵の重量の確定について:焼却処理等の終了（2004.6.21）

　平成１６年１月１２日阿東町で発生した高病原性鳥インフルエンザで、発生農場を中心に半径３０ｋｍ県内で実施し
た移動制限措置により滞留した鶏卵について、液卵出荷や焼却処理等を実施していましたが、これらの処理が６月
２日に終了し、すべての重量が確定しました。この重量に、農場毎（１３農場）に算定した鶏卵価格を乗じた支援額を

６月下旬を目途に支払い予定です（６割程度は既に概算払い済）。

１． 滞留していた鶏卵の総重量

　２，０２８，９６８．４ｋｇ　

２． 処理状況

(1) 液卵出荷

ア． 出荷重量　　約７１０ｔ

イ． 出荷期間　　２月１９日～３月４日

ウ． 出荷場所　　東北、関東、北陸、関西、九州地方の１１社

(2) ア． 処理重量　　約２６１ｔ

イ． 処理内容　　堆肥にするため石灰と混合したものや自家配合飼料の原料としたもの

３． 採卵農家緊急支援対策事業

(1) 事業費　　３０８，８４６，７９２円

（内訳）

ア． 鶏卵価値減少補てん分　　　２５３，４９９千円

　内、国庫補助対象　　　　　 １９１，６６１千円

　内、県独自策　　　　　　　　　 ６１，８３８千円

イ． 鶏卵の保管輸送経費　　　　 　２８，０５５千円

ウ． 焼却処分輸送経費等　　　　　２７，２９３千円

(2) 事業費の負担区分

　国庫　　１０８，８５８千円

　県費　　１９８，９８９千円


